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プロジェクト 日本公認会計士協会が公表した実務指針等の移管 

項目 本日の審議事項 
 

 

本資料の目的 

1. 本資料は、本日の企業会計基準委員会においてご審議いただく事項の概要について

ご説明することを目的としている。 

 

これまでの経緯 

2. 企業会計基準委員会及び日本公認会計士協会は、2023年 6月 20日に「日本公認会

計士協会が公表した実務指針等の移管に関する意見の募集」（以下「意見募集文書」

という。）を公表した。 

3. 意見募集文書では、日本公認会計士協会が公表した実務指針等を「会計に関する指

針のみを扱う実務指針等」と「会計に関する指針のみを扱う実務指針等以外の実務

指針等」の 2つの分類に分けた上で、会計に関する指針のみを扱う実務指針等につ

いては、内容的に当委員会が所管するのが適切と考えられるため、該当するすべて

の実務指針等を移管プロジェクトの対象として移管を進める考えを示した。 

4. 意見募集文書に対するコメントは 2023年 8月 25日に締め切られ、当委員会及び日

本公認会計士協会に対して 5通のコメント・レター(団体等 1通、個人 4通)が寄せ

られた。意見募集文書に対して寄せられた意見では、会計に関する指針のみを扱う

実務指針等を当委員会に移管することを支持する意見が多く聞かれた。 

5. また、意見募集文書の公表後、2023年 11月開催の理事会では「企業会計基準及び

修正国際基準の開発に係る適正手続に関する規則」が改正され、企業会計基準等に

新たに移管指針の区分が設けられた。 

6. これらを踏まえ、当委員会は、移管指針に関する公開草案を公表することとした。 

 

本日の審議事項 

7. 本日は、これまでの審議を踏まえ、以下について公表の承認に関するご審議をいた

だきたい。このうち(1)及び(2)が公表議決の対象となる。 
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(1) 移管指針公開草案「移管指針の適用（案）」（審議事項(1)-2） 

(2) 個別の移管指針 

① 移管指針公開草案第 1号「ローン・パーティシペーションの会計処理及び

表示(案)」（審議事項(1)-3-1） 

② 移管指針公開草案第 2号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針(案)」

（審議事項(1)-3-2） 

③ 移管指針公開草案第 3号「連結財務諸表におけるリース取引の会計処理に

関する実務指針(案)」（審議事項(1)-3-3） 

④ 移管指針第 4 号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針

（案）」（審議事項(1)-3-4） 

⑤ 移管指針公開草案第 5号「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実

務指針（案）」（審議事項(1)-3-5） 

⑥  移管指針公開草案第 6 号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー

計算書の作成に関する実務指針（案）」（審議事項(1)-3-6） 

⑦ 移管指針公開草案第 7号「持分法会計に関する実務指針（案）」（審議事項

(1)-3-7） 

⑧ 移管指針公開草案第 8号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関す

る実務指針（案）」（審議事項(1)-3-8） 

⑨  移管指針公開草案第 9号「金融商品会計に関する実務指針（案）」（審議事

項(1)-3-9） 

⑩ 移管指針公開草案第 10 号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係

る譲渡人の会計処理に関する実務指針（案）」（審議事項(1)-3-10） 

⑪ 移管指針公開草案第 11 号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関

するＱ＆Ａ（案）」（審議事項(1)-3-11） 

⑫ 移管指針公開草案第 12号「金融商品会計に関するＱ＆Ａ（案）」（審議事項

(1)-3-12） 

⑬ 移管指針公開草案第 13 号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係

る譲渡人の会計処理に関する実務指針についてのＱ＆Ａ（案）」（審議事項

(1)-3-13） 

⑭ 移管指針公開草案第 14 号「土地再評価差額金の会計処理に関するＱ＆Ａ

（案）」（審議事項(1)-3-14） 

(3) コメントの募集及び本公開草案の概要の文案（審議事項(1)-4） 

(4) 意見募集文書に対するコメント対応表（審議事項(1)-5） 
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8. 第 522回企業会計基準委員会（2024年 3月 18日開催）で聞かれた意見については、

審議事項(1)-6に記載している。 

以 上 


